· 年度当初の提出書類一覧
５月に提出していただく書類
	　　
1 「令和8年度静岡県教育会館建設資金等拠出報告書」（以下、「拠出報告書」という）

2 新規拠出者の「静岡県教育会館建設資金等拠出承諾書」（原本）　※２枚複写の１枚目

3 県・市町教育委員会事務局等へ転出した職員の「静岡県教育会館建設資金等振込依頼書」（原本）
※提出前に、振込依頼書裏面の所属・職名の異動状況を記入してください。

4 「静岡県教育会館建設資金等拠出者名簿データ」
· データにはパスワード「1011」を設定してください。
設定方法は、別紙「拠出者名簿データ作成説明」に記載してあります。
＜提出方法＞
1、2、3は紙媒体、4はデータを提出してください。
＜提出期限＞
各地区「取りまとめ校」の指示により提出してください。
（取りまとめ校→静岡県教育会館　提出期限5/15（金）必着）



· 「拠出報告書」を提出後、6月給与までに次の変更が生じた場合は提出済みの「拠出報告書」を見え消しで修正し、会館事務局へＦＡＸ送信してください。（送信票不要）　
· 育休等で休職または復職となり、拠出が中断開始（終了）になる
· 退職
· 職名変更による拠出金額変更
· 在外日本人学校や大学院等派遣で中断希望がある職員の場合
· 7月給与以降の変更については報告不要です。
[bookmark: _Hlk175231124]例：７月～育休、８月～産休、10月～復職

■法定外控除NO.14の処理
1 ４月入力
(1) 県立学校・市立高校、または市町教育委員会事務局、知事部局、国立学校等から転入の場合は０円を入力してください。
(2) 昨年度から今現在、休職中の教職員については念のため０円になっているか確認してください。

2 6月入力
控除対象者に応じた控除額データを入力してください。

3 7月入力
控除額データが入力されている職員に０円を入力してください。

■その他、拠出に関する事務処理詳細について
別紙「静岡県教育会館建設資金等拠出の事務処理表（静東・静西）」をご参照ください。　　　　　　　
